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２．既存化学物質点検と Japan チャレンジプログラム 

 

（１）既存化学物質点検の状況 

既存化学物質については、化審法制定時の国会付帯決議を踏まえ、国が安全性の点検

を実施し、特定化学物質、監視化学物質又は規制対象でない化学物質のいずれかに該当

するかを判定している。 

   
（平成 19 年度までの点検物質数） 

 分解性・蓄積性・・・1,543 人健康影響・・・327  生態影響・・・509 

 

（２）Japan チャレンジプログラムと中間評価について 

① Japan チャレンジプログラムの概要と進捗状況 

・ 「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」（Japan チャレンジプログ

ラム）は、平成 20 年度までに優先して安全情報を収集・発信すべきとされた「優先

情報収集対象物質」（645 物質を国が選定）について、産業界と連携し、安全性情報の

収集及び発信を行うもの。ＯＥＣＤ等の海外の取組等による安全性情報の収集予定が

ない物質については、事業者の自発的意志によるスポンサー協力を求めている。 

 化審法制定以前から製造・輸入が行われていた既存化学物質については、国が中心と

なって安全性情報の収集をしてきた。 

 平成 17 年６月には「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」（Japan

チャレンジプログラム）を開始し、官民一体となって、既存化学物質に関するより広

範な安全性情報の収集と発信に関する取組を進めている。本年６月に開催された同プ

ログラム推進委員会における助言等を踏まえ、厚生労働省、経済産業省及び環境省は、

中間評価案を取りまとめた。中間評価案においては、これまでの進捗状況を踏まえ、

プログラム全体の総括、国及び事業者の取組に関する総括と課題の抽出を行うともに、

今後の取組の方針が示された。 
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・ 優先情報収集対象物質のうち、海外のプログラムにおいて情報収集が行われている物

質が、平成 20 年６月時点で 532 物質であり、国内のスポンサー募集の対象となるも

のが 126 物質（海外で情報収集が行われているが、スポンサー登録された 13 物質を

含む。）。このうち、89 物質、また、優先情報収集対象物質リスト外の 3物質について

もスポンサー登録があったため、合計 92 物質について、108 の企業・団体からスポン

サーとしての参加・協力が得られている。 

・ 本プログラムは、外部有識者等からなるプログラム推進委員会において助言等を得つ

つ進めることとしており、本年６月１１日には第５回推進委員会が開催され、本プロ

グラムの中間評価（案）について御議論いただいたところ。さらに、７月８日から８

月６日にかけて実施したパブリックコメントを踏まえ、中間評価を取りまとめた。* 

 

② 中間評価の内容について 

（ⅰ）プログラム全体の評価 

・ 産業界と国の連携によるプログラムの推進、政府部内における連携の強化、国際的な

取組との協調、収集情報の一元管理・公表という点において、当初の提案より遅れが

見られるものの進展している。本プログラムは全体として適切な枠組みであった。 

 

（ⅱ）事業者及び国の取組の評価 

ａ）事業者の取組 

・ プログラムの趣旨・目標について事業者（産業界）から多くの理解と賛同が集まっ

ており、多大なコスト負担の可能性があったにもかかわらず、スポンサーとしての

適切かつ妥当な協力がなされてきた。 

・ プログラム開始後３年を経過した時点において、スポンサー未登録物質が残ってい

ることや、安全性情報の収集が終了して報告書が提出された物質が少数に留まって

いることについては、自主的取組のインセンティブが働かないこと等のプログラム

の問題点であるとの指摘もあり。 

・ スポンサー未登録物質については、事業者としても、更なる協力の可能性について

引き続き検討を行うことが必要。 等 

  

ｂ）国の取組 

・ 国は、政府内及び事業者との連携の下、必要な取組を行った。 

・ 情報については、当初提案の期間内（今年度末）に収集・発信を終える見込みに至

っていない。期限を再設定し、計画的に情報の収集・発信を行うことが必要。 

・ 平成 20 年５月に公開された３省共同の化審法データベース「J-CHECK」の改良、優

                                                  
* 電子政府の総合窓口（下記ＵＲＬ参照）及び３省のウェブページにて８月２５日より公表中。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=595208024

&OBJCD=&GROUP= 
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先取組物質リストの作成に当たっての製造・輸入量の正確な把握方法等の検討など、

自主的な取組を促す前提としてのリストの作成方法の検討が必要。 

 

（ⅲ）今後の進め方 

・ 国は、優先度を勘案しつつ、平成 21 年３月末までは引き続きスポンサー獲得に向け

た働きかけを継続。平成 21 年３月末時点でスポンサー未登録物質があれば、スポン

サー登録の受付は継続しつつ、必要な対応を検討。 

・ J-CHECK（データベース）については、国が行った既存点検の試験結果等の更なる情

報の充実を図るとともに、ユーザーの利用しやすさの面から改善。 

・ 本プログラムにより得られた安全性情報について、海外に向けた情報発信の強化・Ｏ

ＥＣＤプログラムへの貢献。 

・ 本プログラムにより得られた安全性情報について、平成 24 年度中を目途に、国が各

化学物質の有害性評価を実施。このため、国はスポンサー企業に対しては、安全性情

報収集報告書を出来る限り早期に、遅くとも平成 23 年度中に提出するよう協力を依

頼するとともに、計画書・報告書草案の国による確認作業の加速化に努める。 

・ 来年４月以降の取組については、Japan チャレンジプログラムの経験と成果を十分に

踏まえ、化審法見直しの検討状況を見つつ検討。その際、新たに高生産量となった物

質を考慮するとともに、必要に応じて無機化学物質の扱い、リスクの観点も踏まえた

優先順位付け等の改善の余地あり。 

 

 

３．リスク評価に対する取組 

 リスク評価は、化学物質に固有の性質である「有害性（ハザード）」と人または環境中

の生物が化学物質にさらされる量「ばく露量」を踏まえて、リスクの懸念の有無及び

その程度を評価することである。 

 環境省では、化学物質環境対策の一環として、平成９年度より化学物質の環境リスク

初期リスク評価に着手し、これまで、健康リスクと生態リスクの双方を対象とした「環

境リスク初期評価」として 137 物質、生態リスクのみを対象とした「生態リスク初期

評価」として 127 物質について、「化学物質の環境リスク初期評価（第１巻～第６巻）」

として公表を行ってきた。このうち、「詳細な評価を行う候補」とされた物質について

は、関係部署、自治体等へ情報提供を行い、これを受けた行政的な対応が進められて

きている。 

 ＮＥＤＯでは、「化学物質総合評価管理プログラム」の一環として、化学物質排出把握

管理促進法対象物質のうち、特にヒトへの健康リスクが高いと考えられる高生産・輸

入量化学物質を中心に、当該物質の有害性情報、暴露情報等のリスク評価に必要な基

礎データを収集・整備するとともに、これらを利用したリスク評価手法の開発を行っ

た（平成 13 年度～18 年度）。本プロジェクトにおいては、初期リスク評価として、環
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境リスクの懸念の有無、詳細な評価等の必要性について、既存の情報を用いて安全サ

イドに立った判断を行った（150 物質）。またその結果、更に詳細な評価等が必要と判

断した物質については、詳細リスク評価を実施した（25 物質）。 

 ＮＩＴＥでは、経済産業省からの委託を受け、平成 18 年度から化審法に基づき届出さ

れた監視化学物質の情報を基に、効率的かつ効果的にリスク評価を行うスキームが検

討されている。併せて、製造・輸入量等のばく露情報を先に把握した上でばく露可能

性に応じた安全性情報の収集を行う「リスクベースの化学物質管理」を念頭に、監視

化学物質に限定せず、国内で流通する全ての化学物質を効率的にリスク評価する方法

についても検討が進められている。 

 環境省及び国立環境研究所では、化審法に基づく第二種特定化学物質の指定に係る

手続きとして、第三種監視化学物質を主な対象としたリスク評価プロセス及び手法

について検討を行っている。これまで検討されたプロセスに従って、第三種監視化

学物質についてリスク評価作業を進めつつ、そのプロセスについても必要に応じ見

直していく予定。 

 また、環境中のばく露量把握に関連する取組として、環境省では、化学物質環境実

態調査、公共用水域水質測定及び有害大気汚染物質モニタリング調査等により、化審

法規制対象物質も一部対象にした環境モニタリング情報を収集しており、毎年公表を

行っている。 
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（１）化学物質の環境リスク初期評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 環境リスク初期評価の実施体制及び評価とりまとめまでの流れ 
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